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資料No 4-３

健康管理体制の状況等について

平成１９年の労働者健康状況調査などによると、健康診断の実施、健康診断

の異常所見者に対する医師・歯科医師の意見聴取、長時間労働者に対する面接

指導、メンタルヘルス対策等の実施状況、これらの実施に係る産業医の選任等

の健康管理体制の整備の状況等の概要は以下のとおりである。

１ 健康診断

ア 定期健康診断の実施

定期健康診断の実施率は、平成１９年の労働者健康状況調査によると、１０

人以上の事業所全体で、平成１４年の８７．１％から平成１９年の８６．２％

への０．９ポイント減少している。この減少は、主に５０人未満の事業所にお

ける実施率の減少によるものである （１０人～２９人の事業所が平成１４年。

の８４．１％から平成１９年の８２．７％へ、３０人～４９人の事業所が平成

１４年の９３．３％から平成１９年の９２．６％へと減少している ）。

定期健康診断の実施方法は、平成１４年の労働者健康状況調査によると、定

期健康診断を実施した事業所（１０人以上の事業所全体の８７．１％）では、

． 、 ． 、 ．事業所内の診療所８ ６％ 検診車３８ ９％ 事業所外の病院・診療所３２

９％、保健所・市町村保健センター５．８％、検診機関１３．７％である。

イ 健康診断の異常所見者に対する医師又は歯科医師の意見聴取

定期健康診断等の結果、異常の所見があった労働者のいる事業所（全体の６

７．６％）のうち、健康管理等について医師又は歯科医師から意見を聴いた事

業所（１０人以上の事業所全体）の割合は、平成１９年の労働者健康状況調査

によると、平成１４年から２．５ポイント増加したものの２７．３％である。

これを規模別に見ると、１０００人以上の事業所は７７．１％～８４．０％

であるが、１０～４９人の事業所では２３．０～２５．２％、産業医の選任義

務のある事業場の規模であっても５０～９９９人の事業所では３８．５％～５

９．８％である。

２ 長時間労働者への医師による面接指導制度

ア 制度の認知状況
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平成１９年の労働者健康状況調査によると、長時間労働者への医師による面

接制度を知っている事業所の割合は４５．６％、面接制度を知っている労働者

の割合は２１．７％である。

イ 面接指導等の実施率

長時間労働者への医師による面接指導等を実施した事業所の割合は１２．２

％である。このうち「時間外・休日労働が１ヶ月当たり１００時間を超え、申

し出を行った労働者に対して医師による面接指導を実施した」事業所の割合は

２３．１％である。

ウ 長時間労働者を有する事業場数

月１００時間を超える長時間労働を行った労働者がいる事業所の割合は、平

成１７年労働安全衛生基本調査によると、１３．４％である。

エ 長時間労働者数

月１００時間を超える長時間労働を行った労働者の割合は、平成１７年労働

安全衛生基本調査によると、２．８％である。

３ メンタルヘルス対策

ア 取り巻く状況

平成１９年の労働者健康状況調査によると、職業生活等において強い不安、

ストレス等を感じる労働者は５８．０％、また、メンタルヘルス上の理由によ

り連続 か月以上休業又は退職した労働者がいる事業場は７．６％である。1
精神障害等による労災支給決定件数は増加傾向にあり、平成１９年度は２６

８件と３年前の平成１６年度（１３０件）と比べ倍増している。

、 、 、警察庁調によると 我が国における自殺者数は平成１９年は３３ ０９３人

そのうちの２７．７ の９，１５４人が被雇用者・勤め人（会社役員等管理的%
職業を含む ）である。。

このような状況に加え、経済情勢の悪化等の影響により、仕事の質・量、職

場の人間関係を始めとした職場環境等の悪化、これに伴う心の健康問題を抱え

る労働者の増加が正規・非正規問わず危惧されるところであり、特に、自殺者

数の増加が憂慮される。

イ 取組み状況等

心の健康対策（メンタルヘルス対策）に取り組んでいる事業所の割合は、労

働者健康状況調査によると、平成１４年の２３．５％から平成１９年は３３．

６％へと増加している。
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取り組んでいない理由は、専門スタッフがいない４４．３％、取り組み方が

分からない４２．２％、必要性を感じない２８．９％、労働者の関心がない２

７．７％などである。

取り組んでいる事業所のうち 「メンタルヘルス対策の衛生委員会等での調、

査審議」を行っている事業所は１７．６％ 「計画の策定と実施」を行ってい、

る事業所は１３．８％ 「担当者の選任」を行っている事業所は１９．４％で、

ある。

４ 産業医

ア 選任状況

産業医の選任は、労働安全衛生基本調査によると、平成７年の７３．６％か

ら平成１７年７５．４％と微増しており、規模別に見ると、１００人以上の事

業所は８８．６％～９９．８％であるのに対して、５０人～９９人の事業所に

おいては６３．７％である。業種別に見ると、製造業は８５．５％、卸売・小

売業７０．５％、飲食店・宿泊業４１．４％などである。

イ 職務

産業医が実際に関与した業務は、平成１７年の労働安全衛生基本調査による

、 ． 、 、と 健康診断の実施に関すること６６ ０％ 健康診断結果に基づく事後措置

再発防止措置の指導７４．２％、健康診断、保健指導等の実施６６．９％、衛

生委員会への参加２７．２％、職場巡視３３．８％である。

産業医を選任している事業所のうち、職場巡視の実施率は、製造業は４４．

６％であるのに対して、卸売・小売業２１．０％、衛生委員会への参加は、製

造業は２８．８％であるのに対して、卸売・小売業１８．１％などである。

５ 衛生管理者

衛生管理者の選任は、労働安全衛生基本調査によると、平成７年の７５．

２％から平成１７年８０．４％へと増加している。

平成１７年の状況を規模別に見ると、３００人以上の事業所は９５．８％～

９９．８％であるのに対して、５０人～９９人の事業所は７２．０％、１００

人～２９９人の事業所は８９．７％である。

６ ５０人未満の事業場における健康管理

、産業医を選任していない１０人以上の事業場における労働者の健康管理は

平成１７年の労働安全衛生基本調査によると、地域産業保健センターの利用１
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７．６％、必要時に医師に依頼３３．２％、実施していない１６．６％、その

他３２．７％である。








